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自
動
車
税
種
別
割
の

　
納
期
限
は
6
月
1
日

　
令
和
8
年
度
の
自
動
車
税
種

別
割
納
税
通
知
書
は
5
月
8
日

に
発
送
し
ま
す
の
で
、
納
期
限

ま
で
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
届
く
ま
で
10
日
程
度
要

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

※
自
動
車
税
種
別
割
は
、
4
月

1
日
午
前
0
時
現
在
で
車
検
証

に
記
載
さ
れ
た
所
有
者
（
割
賦

販
売
の
場
合
は
使
用
者
）
に
課

税
さ
れ
ま
す
。

【
自
動
車
税
全
般
に
関
す
る
こ
と
】

問
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
県
税

部
課
税
第
二
課
自
動
車
税
チ
ー
ム

☎
5
2
1
‐
2
7
0
2

軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書

（
継
続
検
査
用
）
の
廃
止

　
令
和
5
年
1
月
か
ら
三
輪
・
四

輪
の
軽
自
動
車
の
車
検
時
の
軽

自
動
車
税
の
納
税
確
認
が
電
子

化
（
軽
J
N
K
S
）
さ
れ
、
ま
た
、

令
和
7
年
4
月
か
ら
は
二
輪
の
小

型
自
動
車
の
納
税
確
認
も
電
子
化

（
軽
J
N
K
S
）
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
車
検
時
の
納
税
証
明
書
の
提

示
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
す
。

令
和
8
年
度

納
税
通
知
書
の
発
送
日

　

※
通
知
書
が
届
く
ま
で
数
日
間

要
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
住
所
変
更
等
の
届
出
が
な
い

場
合
な
ど
、
通
知
書
が
届
か
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
税

務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
税
務
課
課
税
係

☎
5
8
5
‐
2
7
7
8

　
原
則
不
要
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で

車
検
対
象
車
両
の
軽
自
動
車
税
を

口
座
振
替
に
よ
り
納
税
さ
れ
た
方

に
、
6
月
中
旬
ご
ろ
郵
送
し
て
い

ま
し
た
「
軽
自
動
車
税
納
税
証
明

書
（
継
続
検
査
用
）
」
の
郵
送
を
、

令
和
8
年
度
よ
り
廃
止
し
ま
す
。

　
た
だ
し
、
納
税
後
、
そ
の
情
報

が
電
子
化
（
軽
J
N
K
S
）
さ
れ

る
ま
で
に
は
数
日
か
ら
数
週
間
か

か
り
ま
す
の
で
、
そ
の
間
に
車
検

を
受
け
る
場
合
に
は
お
手
数
で
も

税
務
課
に
て
納
税
証
明
書
（
無
料
）

の
取
得
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
税
務
課
課
税
係
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2
7
7
8

山
菜
類
出
荷
に
ご
注
意
を

　
国
見
町
で
採
取
さ
れ
る
左
記

の
品
目
は
、
放
射
性
物
質
の
影

響
に
よ
り
出
荷
が
制
限
さ
れ
て

い
ま
す
。
販
売（
フ
リ
マ
ア
プ
リ
、

無
人
直
売
含
む
）、
譲
渡
、
加
工

食
品
の
原
料
と
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

▼
出
荷
で
き
な
い
品
目
　
こ
し

あ
ぶ
ら
、
ふ
き
の
と
う
、
う
わ

ば
み
そ
う
（
み
ず
）、
く
さ
そ
て

つ
（
こ
ご
み
）

※
ふ
き
の
と
う
、
う
わ
ば
み
そ

う
は
野
生
の
も
の
に
限
る

　
ま
た
、
こ
れ
以
外
の
野
生
山

菜
類
を
出
荷
す
る
際
は
、
県
の

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
検
査
が
必
要
な

場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
い
内

容
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

問
福
島
県
県
北
農
林
事
務
所
森

林
林
業
部
林
業
課

☎
5
2
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‐
2
6
3
2

国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付

特
例
制
度

　

 

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
で
あ

れ
ば
学
生
で
も
加
入
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
学
生
の
方
は
一
般
的

に
所
得
が
少
な
い
た
め
、
ご
本

人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特

例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

　
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を
受

け
た
期
間
の
保
険
料
は
、
10
年

以
内
で
あ
れ
ば
あ
と
か
ら
納
め

る
こ
と
（
追
納
）
が
で
き
る
た
め
、

社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
追
納
す

る
と
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額

に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
】

　

　
令
和
8
年
度
の
学
生
納
付
特

例
の
申
請
は
4
月
か
ら
受
付
開

始
と
な
り
ま
す
。
左
記
の
必
要

な
も
の
を
ご
持
参
の
う
え
、
ほ

け
ん
課
国
保
係
で
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
必
要
な
も
の
　
基
礎
年
金
番

号
の
分
か
る
も
の
（
基
礎
年
金

番
号
通
知
書
等
）、
学
生
証
の
写

し
ま
た
は
在
学
証
明
書

▼
そ
の
他
　
令
和
7
年
度
に
学

生
納
付
特
例
制
度
に
よ
り
保
険

料
納
付
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
方

で
、
令
和
8
年
度
も
引
き
続
き
在

学
予
定
の
方
に
は
、
日
本
年
金
機

構
よ
り
ハ
ガ
キ
形
式
の
学
生
納

付
特
例
申
請
書
が
4
月
に
送
付

さ
れ
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
記

入
し
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
令
和
8
年
度
は
学
生

納
付
特
例
を
利
用
せ
ず
、
保
険

料
の
納
付
を
希
望
す
る
場
合
は

納
付
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

お
手
数
で
す
が
お
近
く
の
年
金

事
務
所
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
東
北
福
島
年
金
事
務
所

☎
5
3
5
‐
0
1
4
1

問
ほ
け
ん
課
国
保
係

☎
5
8
5
‐
2
7
8
5
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▲福島県 HP

税　目 発送予定日

固定資産税 令和 8年 4月 10 日

軽自動車税 令和 8年 5月 12 日

個人町県民税（特別徴収）

　※勤務先事業所経由
令和 8年 5月 13 日

個人町県民税（普通徴収） 令和 8年 6月 12 日
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火災や自然災害から地域を守る消防団。火災や自然災害から地域を守る消防団。

消防団員は、普段それぞれ仕事をしながら、災害時に地域の安全を消防団員は、普段それぞれ仕事をしながら、災害時に地域の安全を

守る非常勤特別職の地方公務員です。守る非常勤特別職の地方公務員です。

国見町では現在、「基本団員」と「機能別団員」を募集しています。国見町では現在、「基本団員」と「機能別団員」を募集しています。

地域の安全と安心を守るため、あなたの力が必要です。地域の安全と安心を守るため、あなたの力が必要です。

消防団員募集中
地域を守る力、その一人に。

住民防災課危機管理係 ☎ 585-2158

【お問い合わせ】

詳しくはこちら（国見町 HP）⇒

入団するには…

①地元消防団もしくは

　住民防災課危機管理係に連絡

②消防団員から説明

③入団手続き

機能別団員

・火災発生時の初期消火活動

・大規模災害時の後方支援

・避難誘導などの災害対応

団員数の減少や日中の火災対応力の低下に備え、退職消防

団員を対象とした「機能別団員制度」を導入しました。

日常の団活動や行事参加は原則なく、無理のない範囲での

活動ができます。

――― 活動内容 ―――

・基本団員を 5年以上活動したことがある 75 歳未満の方

・町内在住もしくは町内に勤務地を有する方

――― 入団資格 ―――

火災時などに限定した活動で地域防災に参加します

基本団員

・火災時の消火活動

・地震や台風など災害時の対応

・防災訓練や操法訓練

・地域の防火活動

地域の防災力を高めるため、日頃から訓練や地域活動に

取り組みます。

――― 活動内容 ―――

――― 入団資格 ―――

・18歳以上 65 歳未満の方

・町内在住もしくは町内に勤務地を有する方

地域防災の中心となり、消防団活動全般に参加します

待遇など

❶報酬　

  ・年額報酬（基本団員のみ）／ 36,500 円（団員の場合）※階級により変動します

  ・出動報酬／ 4時間まで 4千円、8時間まで 8千円、

　　　　　　　8時間以上 1時間につき 1千円

❷退職報償金
　5年以上で、在職年数や階級に応じて退職報償金が支給されます。

　（在職 5年以上 10 年未満の場合、20 万円）　

❸定期点検などイベントの出動報酬　　

　1回 1,300 円（基本団員のみ）

❹公務災害補償　　

  活動中に負傷した場合には補償制度があります。

❺活動服等の貸与
　消防団として活動するための活動服等が貸与されます。


